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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作ハンドル（１３）と、圃場を耕耘する耕耘部（Ｋ）と、耕耘部（Ｋ）の後方と対向
する位置にあって畝を形成する逆台形状でかつ平面状の培土板（Ｂ）と、転輪（１７）と
抵抗棒（１８）を設けた歩行型耕耘機において、
　転輪（１７）は左右一対設けると共に、培土板（Ｂ）の背面の下部と対向する位置に設
け、
　転輪（１７）を支持する支持体（２５）と培土板（Ｂ）の背面側を連結板で連結する構
成とし、
　培土板（Ｂ）に抵抗棒（１８）を貫通する切欠部（２３）を設け、
　転輪（１７）と培土板（Ｂ）は、一体となって横軸芯回りに回動可能に構成されること
で、上方の非作業位置に退避する耕耘作業位置、又は、地面側に位置する培土作業位置に
位置決めピン（３４）にて位置決め可能に構成し、
　培土作業位置では、転輪（１７）の前側に培土板（Ｂ）が位置すると共に、培土板（Ｂ
）が斜め後下がり姿勢とすることを特徴とする歩行型耕耘機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歩行型の耕耘機に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　特許文献１には、左右一対の移動輪の支持体それぞれに左右一対の培土板を取りつけ、
培土作業位置と培土非作業位置に切り換える技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開2009-183235
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１においては、培土作業位置と培土非作業位置とするのに、左右一対の培土板
それぞれ切り換え作業を要するため煩わしい。本発明は係る課題を解決することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明は、かかる技術的課題を解決するために次のような技術的手段を講ずる。すな
わち、請求項１記載の発明は、
　操作ハンドル（１３）と、圃場を耕耘する耕耘部（Ｋ）と、耕耘部（Ｋ）の後方と対向
する位置にあって畝を形成する逆台形状でかつ平面状の培土板（Ｂ）と、転輪（１７）と
抵抗棒（１８）を設けた歩行型耕耘機において、
　転輪（１７）は左右一対設けると共に、培土板（Ｂ）の背面の下部と対向する位置に設
け、
　転輪（１７）を支持する支持体（２５）と培土板（Ｂ）の背面側を連結板で連結する構
成とし、
　培土板（Ｂ）に抵抗棒（１８）を貫通する切欠部（２３）を設け、
　転輪（１７）と培土板（Ｂ）は、一体となって横軸芯回りに回動可能に構成されること
で、上方の非作業位置に退避する耕耘作業位置、又は、地面側に位置する培土作業位置に
位置決めピン（３４）にて位置決め可能に構成し、
　培土作業位置では、転輪（１７）の前側に培土板（Ｂ）が位置すると共に、培土板（Ｂ
）が斜め後下がり姿勢とすることを特徴とする。
【０００６】
【０００７】
【０００８】
【０００９】
【発明の効果】
【００１０】
　本発明においては、操作ハンドル（１３）と、圃場を耕耘する耕耘部（Ｋ）と、耕耘部
（Ｋ）の後方にあって畝を形成する平面状の培土板（Ｂ）と、転輪（１７）を設けた歩行
型耕耘機において、転輪（１７）と培土板（Ｂ）は、一体となって横軸芯回りに回動可能
に構成されることで、上方の非作業位置に退避する耕耘作業位置、又は、地面側に位置す
る培土作業位置に位置決めピン（３４）にて位置決め可能に構成することで、培土作業位
置と耕耘作業位置との切り換え作業が簡単に行なえる。
　また、培土作業位置では、転輪（１７）の前側に培土板（Ｂ）が位置すると共に、培土
板（Ｂ）が斜め後下がり姿勢とすることで、耕耘した土を培土板（Ｂ）の前面で受けて左
右両側に押し出し易く良好な畝を形成することができる。
　また、培土板（Ｂ）を背面視で逆台形状に形成することで、畝の傾斜面を形成しやすく
することができる。また培土板（Ｂ）で形成した畝を転輪（１７）で踏みつけることを防
止し、かつ機体の左右バランスを良好にすることができる。
【００１１】
【００１２】
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【００１３】
【００１４】
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】側面から見た培土作業時の歩行型耕耘機を示す図
【図２】側面から見た運搬作業時の歩行型耕耘機を示す図
【図３】側面から見た耕耘作業時の歩行型耕耘機を示す図
【図４】背面から見た培土板及び車輪を示す図
【図５】（イ）側面から見た培土作業時の培土板と転輪の姿勢を示す図　（ロ）側面から
見た運搬作業時の培土板と転輪の姿勢を示す図　（ハ）側面から見た耕耘作業時の培土板
と転輪の姿勢を示す図
【図６】側面から見た歩行型耕耘機の概要図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の歩行型耕耘機の基本構成について図６に基づいて説明する。なお、本実施の形
態における前後とは機体の進行方向を指し、左右とは形成する畝側を指す。
　この歩行型耕耘機は駆動源であるエンジン又は電動モータからの動力で耕耘部の耕耘爪
を回転駆動させて耕耘作業を行い、歩行型耕耘機を運搬するときには遊転する車輪を接地
させると共に耕耘部を地面から離間して車輪で移動するいわゆる車軸管理機である。
【００１７】
　機体前後方向に延びる前機体フレーム１の前側上部にエンジン２を搭載し、後側に伝動
軸３を内装する伝動ケース４を支持する。伝動ケース４は機体の左右方向中央部に上下方
向に亘って配置し、伝動ケース４の下部から左右両側に耕耘軸５をそれぞれ延設する。そ
して、エンジン２の駆動軸２ａの動力が伝動ベルト８を経て伝動軸３に伝動し、次いで伝
動軸３から耕耘軸５に伝動することにより、耕耘軸５に取り付けている多数の耕耘爪６が
回転し耕耘作業を行なう構成である。耕耘軸５の左右両端にはサイドディスク７を設けて
いる。
【００１８】
　エンジン２の上部には燃料タンク１０を設け、前機体フレーム１の前端部には上向きに
取り付けられるバンパー１１を設けている。燃料タンク１０の後方には操作ハンドル１３
と、後機体フレーム２１に取り付けた変速レバー１４を備えている。
【００１９】
　耕耘爪６の上側を耕耘カバー１５で覆って耕耘部Ｋを構成し、耕耘部Ｋの後部には畝を
形成する培土板Ｂと、遊転する左右一対の車輪１７を設けている。培土板Ｂの上方には「
く」の字状の抵抗棒１８を縦姿勢に保持する縦ホルダー１９と、抵抗棒１８を横姿勢に保
持する横ホルダー２０を設け、それぞれ後機体フレーム２１に取り付ける構成である。
【００２０】
　次に車輪１７と培土板Ｂの構成について図４と図５に基づいて説明する。
　培土板Ｂは背面視で逆台形状に形成する平面の鉄板で、左右両端に後方に向かって屈曲
する屈曲部２２を形成している。また、上部の左右中央には切欠き部２３を形成し、該切
欠き部２３には中割れするゴム板２４を取りつける構成としている。
【００２１】
　左右一対の車輪１７はそれぞれ培土板Ｂの下部の左右両端部の後方に対向する位置に設
け、それぞれ支持体２５で支持される構成である。左右の支持体２５は横軸芯の回動軸２
６で連結し、回動軸２６が回動すると左右の支持体２５及び車輪１７が共に前後方向に回
動する構成である。
【００２２】
　培土板Ｂは支持体２５に連結して左右の車輪１７及び支持体２５と共に回動する構成で
、支持体２５の上部と培土板Ｂの上部とを連結する上部連結板３０と、支持体２５の下部
と培土板Ｂの下部とを連結する下部連結板３１とで連結する構成である。上部連結板３０
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は一端を培土板Ｂに固着し、他端を支持体２５にピンで固定し、支持体２５に対して横軸
芯に回動自在に構成している。
【００２３】
　下部連結板３１は培土板Ｂ側に固着する固定部３１ａと、支持体２５側に連結する調節
部３１ｂとで構成し、固定部３１ａと調節部３１ｂとはリンク動作可能に連結すると共に
、調節部３１ｂには長孔３１ｄを形成して培土板Ｂの下部と車輪１７との前後方向の距離
を変更する構成である。
【００２４】
　支持体２５の回動軸２６の外周を回動軸２６を支持する中空状の回動支持軸３２で覆い
、回動支持軸３２の外周には後機体フレーム２１側に固定する固定具３５と、位置合わせ
孔２７ａを形成した位置合わせプレート２７を取り付けている。また、回動軸２６側には
側面視扇形で複数個所の位置決め孔ｍ、ｎ、ｐを形成した位置決めプレート３３を取り付
けている。そして、位置決めピン３４で位置決め孔ｍ、ｎ、ｐのいずれかと位置合わせ孔
２７ａを合わせて挿入し、支持体２５、すなわち車輪１７と培土板Ｂの位置を培土作業位
置、運搬作業位置、耕耘作業位置に変更する構成である。
【００２５】
　次に耕耘しながら畝を形成する培土作業と、非耕耘時の歩行型耕耘機を移動する運搬作
業と、通常の耕耘作業について説明する。
　培土作業時（図１及び図５の（ロ）参照）は培土板Ｂと車輪１７との距離が広くなる位
置に調節部３１ｂを調節して固定ボルト３１ｃで位置固定する。位置決めピン３４を培土
作業位置孔ｍと位置合わせ孔２７ａに挿入して支持体２５を斜め後姿勢として車輪１７を
接地すると、培土板Ｂが支持体２５より急傾斜の斜め後姿勢となり下端部が培土作用時に
圃場Ｈに作用する姿勢となる。そして、作業者が操作ハンドル１３を把持して耕耘部Ｋの
回転による推進力で圃場を耕耘し、耕耘した土を培土板Ｂの前面で受けて左右両側に押し
出し、屈曲部２２の面で案内及び押圧することで左右に畝の傾斜面を形成する。このとき
、車輪１７は耕耘深さを一定になるように調節する役割を果たしている。また、培土作業
時には抵抗棒１８は不要なので横ホルダ２０に前後方向長手姿勢に収納し、運転操作およ
び培土作業いずれにも邪魔しないようにしている。
【００２６】
　運搬作業時（図２及び図５の（イ）参照）には、培土板Ｂと車輪１７との距離が狭くな
る位置に調節部３１ｂを調節して固定ボルト３１ｃで位置固定する。位置決めピン３３を
運搬作業位置孔ｎと位置合わせ孔２７ａに挿入して、支持体２５を地面に対して急傾斜又
は略垂直の姿勢にして車輪を接地すると、培土板Ｂが斜め前姿勢となって圃場から非作用
位置まで上方に離間する。また、運転者が操作ハンドル１３を押し下げると、耕耘部Ｋも
地面から離間し、機体前側が斜め上向きになり、機体が運搬姿勢となる。このとき、培土
板Ｂは耕耘爪６の耕耘回転軌跡Ｇ内に入らない構成としている。
【００２７】
　通常の耕耘作業時（図３及び図５の（ハ）参照）は車輪１７と培土板Ｂは不要のため上
方に回動して位置決めピン３３を耕耘作業位置孔ｐと位置合わせ孔２７ａに挿入して支持
体２５を後斜め上姿勢にする。そして、抵抗棒１８を縦ホルダー１９で縦方向長手姿勢に
保持し、下端部を圃場面Ｈに作用させる。このとき、抵抗棒１８は培土板Ｂの切欠き部２
３のゴム板２４の中割れ部を貫通する構成である。
【００２８】
　そして、作業者が操作ハンドル１３を把持して耕耘部Ｋの回転の推進力で耕耘作業がな
される。
【符号の説明】
【００２９】
１３　操作ハンドル
１７　転輪
２５　支持体
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Ｋ　耕耘部
Ｂ　培土板
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【図５】 【図６】
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